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１．日  時  平成２７年１１月９日（月）午前１０時００分開議 

 

２．場  所  宇土市教育委員会２階会議室 

 

３．出席委員  太田耕幸教育長 伊豫富久職務代理者 岩村俊明委員    

長尾忠委員 木村峰子委員 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．職務のために出席した者 

        教育部長 前田 保幸      

        学校教育課長 佐美三 洋   指導主事 前田 一孝 

技術総括 堀川 聡 

生涯学習課長 山本 保廣     文化課長 木下 洋介  

スポーツ振興課長 長溝 常義  給食センター所長 西岡 昇 

総務係長 渡辺 勇一 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議事日程 

  １ 会議録署名委員の指名 

   ２ 会期の決定 

   ３ 議案第７０号 宇土市奨学基金条例及び宇土市奨学基金特別会計条例の一部を

改正する条例について 

   ４ 議案第７１号 宇土市奨学基金条例施行規則の一部を改正する規則について 

   ５ 議案第７２号 宇土市幼稚園条例の一部を改正する条例について 

   ６ 議案第７３号 指定管理者の指定について（網津公民館網引分館）  

   ７ 議案第７４号 指定管理者の指定について（宇土市民会館）  

   ８ 議案第７５号 平成２７年度宇土市一般会計補正予算（１２月）について  

   ９ 議案第７６号 宇土市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の点検及

び評価の結果について  

１０ 議案第７７号 平成２７年度第１回臨時的教育支援委員会にかかる就学答申に

ついて  

 

報告事項  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      平成２７年１１月教育委員会定例会会議を開会いたします。 

      本日は，５人の委員全員が出席でありますので，この会議は成立

いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 



日程第１ 

太田教育長      本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

会議録署名委員に木村委員・長尾委員を指名いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第２ 

太田教育長      本日の１１月教育委員会定例会の会期を１日とします。 

御異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

太田教育長      異議ないものと認めます。 

           本日の議案は８件となっておりますが，議案第７７号につきまし

ては個人情報等に係る事となりますので，秘密会と致しますが，

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

意義ないものと認めます。 

では，議案第７７号につきましては後ほど，係者のみで審議を行

いたいと思います。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第７７号 宇土市奨学基金条例及び宇土市奨学基金特別会計条例の一部を改正する条

例について 

 

佐美三課長      提案説明 

（質疑） 

岩村委員       奨学基金という名称では，貸与するのか，給付するのかの区別が

つかなかった。今回の改正では，給付するということが明確にな

った。 

           入学準備祝金ということで，住民のみなさんにもわかりやすいの

でこの案でよい。 

前田部長       補足であるが，昨年市民が審査員となる。事業リフォームがあり

奨学基金の件が対象であった。 

           その中で貸与の件などについて話があったので，今回の名称変更

になった。 

 

太田教育長      議案のとおりに採択致します。 

≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第７１号 宇土市奨学基金条例施行規則の一部を改正する規則について 

             

佐美三課長      提案説明 



（質疑） 

木村峰子委員     今まで一律保育料だったのを，所得に応じてにするのか。 

佐美三課長      そうである。また１１月に入園準備説明会が宇土幼稚園，花園幼

稚園で開催される予定である。議会前に説明会があるため，議員

には方向性を個別に説明している。 

岩村委員       今予定されている保育料は最高の限度額であるのか？ 

佐美三課長      保育園と同じように応能性になる。 

岩村委員       幼稚園に通わせる保護者への具体的金額はいつごろ提示できるの

か？ 

佐美三課長   議会議決後，施行規則で定めると規定しているので，決裁後速や

かに提示できると思う。 

岩村委員       予定日は？ 

佐美三課長      早ければ年内にも園のほうに提示ができると思う。園をつうじて

保護者のほうに伝える。 

岩村委員       金額が変更されるので，保護者には早めに伝えたほうがよい。 

伊豫委員       市の財政がどうこうということだと思う。市の財政が豊かである

なら，国が示しても・・ 

危惧するのは，国県がしめすから，すべてその方向に行くという

こと。そうせざるえないということ。 

佐美三課長      国が示している金額より若干であるが下げている。子育て支援課

が定めている保育料の規則があるが，その中で私立幼稚園はこの

程度あると示してあるが，その金額の５割程度にしたいというこ

とで予定している。 

伊豫委員       課長が言われたことは，大切なことである。教育立市を掲げ，就

学前教育の充実を図るため，市の財政状況は非常に厳しいが，行

っていきますということを説明会でも言われたほうがよい。 

国の基準があるが，宇土市はこういうことをやっていると言った

ほうが良い。そうすれば保護者の理解は得られると思う。 

佐美三課長      一時預かりも今年から始めた。サービスの向上も図っている。非

常勤職員も雇用し，受入れの体制を整えている。そのため，運営

するための経費もかかる。委員が言われたようにそのあたりも含

めて説明をさせていただく。今回提示した金額については２，３

年変更するつもりはない。 

それ以降については，他市の状況を注視して金額の変更を考えて

いく。 

           今回の改正では私立幼稚園の５割程度で設定をさせていただく予

定である。 

伊豫委員       私立は私立で結構である。経営をしなければならないので。こち



らは公立である。今回は５割，３年度は７割。値上げありきでい

くわけでしょ。幼稚園を運営していくためにどうしても必要かと

いうことが出てくる。 

今やっている（運営している）のに，今回５割，３年度７割とす

るのはどうかと思う。 

簡単に宇土市教育委員会がこのようにやっていいのかは疑問に感

じる。 

運営していくためには，市の支出は多額であると思う。サービス

を住民は求めているので，経費がかかるのはわかる。ただ，そのニ

ーズを上げていくのが良いのか？求められているのをカットしてい

くのがよいのか考えなければならないことである。 

佐美三課長      ７割に上げるのは，今後の情勢や他市の動向等を注視してからの

ことで流動的なことであって，今回は５割ということである。お願

いをしたい。 

木村委員       保護者の理解を得られればよいとおもうが，この金額なら他に行

くということにならなければよい。 

佐美三課長      それも検討の一つである。 

岩村委員       それは私も心配している。入園者数に影響するのではと危惧して

いる。 

太田教育長      今の件に関しては，事務局と打ち合わせをする段階で出てきたこ

とである。今回５割を提案している。他市より低く設定しているが，

それをどこにもっていくかということで，話があったが，できるだ

け低く抑えていくということで事務局のほうで提案している。 

          他市と比較して今後検討していくということであるので，３年度に

再度値上げをするということではない。値上げもありうるというこ

とで考えてもらいたい。 

宇土市の幼稚園にたくさんの子どもたちが来てくれるということが

大事である。 

その中で幼稚園の努力。私立の話もでたが，いろいろな特徴のある

取り組みをされている。 

この金額の中で公立幼稚園がどれだけ特色ある幼稚園活動をいくか

が大切である。 

 

 

太田教育長      議案のとおりに採択致します。 

≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第７３号 指定管理者の指定について（網津公民館網引分館） 



             

山本課長       提案説明 

 

（質疑） 特になし 

太田教育長      議案のとおりに採択致します。 

≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第７４号 指定管理者の指定について（宇土市民会館） 

             

木下課長       提案説明 

 

（質疑） 特になし 

太田教育長      議案のとおりに採択致します。 

≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第７５号 平成２７年度宇土市一般会計補正予算（１２月）について 

             

各課長        提案説明 

（質疑） 

伊豫委員       心理士の配置は何人か？ 

佐美三課長      ５名である。 

 

太田教育長      議案のとおりに採択致します。 

≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第７６号 宇土市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価の結

果について 

             

佐美三課長     提案説明 

伊豫委員      外部評価委員の意見で，・・を要するようです。しかし，教育委員

会の方向性は，要改善である。これについて説明してください。 

佐美三課長     そろばんの時間の指導者派遣につきましては，委員ご案内のとおり

である。 

そろばんにつきましては，児童生徒，教員，保護者併せてアンケー

トを実施している。 

集中力がつくなど，前向きな外部評価委員からも意見としてうかが

っている。 

要改善と今回示したのは，今後についてアンケートを実施したとこ



ろ，宇土小，緑川小学校が，総合的な学習の時間を使っての授業

をおこなわず，そろばんに代わるものを行うことが予定されてい

る。 

伊豫委員       今言われてことを見直していくということか？ 

佐美三課長      宇土小，緑川小学校に関してはそれを見直していく。・・・・・ 

 

太田教育長      議案のとおりに採択致します。 

≪採択≫ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      諸報告をお願いします。 

前田部長       （別紙）部長メモ 

太田教育長      質疑はありませんか。 

      質疑はない為，１２月の予定をお願い致します。 

≪質問なし≫ 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      １２月の行事予定をお願いします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      次回の定例議会は，１２月１０日午前１０時から教育委員会事務

所にて行います。議案第７７号は秘密会となります。 

本日の日程は全て終了しましたので，平成２７年１１月の定例教

育委員会員会を閉会します。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議案第７７号 平成２７年度第１回臨時的教育支援委員会にかかる就学答申について  

 

太田教育長      議案のとおりに採択致します。 

≪採択≫ 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

― 閉会 ― 

（午前１１時５９分） 

議事録署名 

         木村委員 

 

長尾委員 


